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雇用調整助成金の特例措置を実施します 

 
～雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持に努めてください。～ 
 

１．雇用調整助成金の特例措置のポイント 

 

先般（４月 25日）、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知ら

せしていましたが、本日、関係省令が公布されました。令和２年４月８日以降

の休業等に遡及して適用されます。 

具体的な内容は以下のとおりです。 

 

 ⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等､一定の要件を満た

す場合は、休業手当全体の助成率を特例的に 100％とします。 

   休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合

であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的

に 100％とします。 

   ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長

が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を

運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること 

   ・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること 

    ①労働者の休業に対して 100％の休業手当を支払っていること 

    ②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること（支払率が 60％

以上の場合に限る） 

  ※教育訓練を行わせた場合も同様 

 

⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払

率が 60％を超える部分の助成率を特例的に 100％とします。 

   中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の 60％を超えて休業手当

を支給する場合、60％を超える部分に係る助成率を特例的に 100％にします。 

  ※教育訓練を行わせた場合も同様 

 

※ 対象労働者１人１日当たり 8,330円が上限です。 
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２．生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました（４月 22日～） 

 

  新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用助成助成金の支給に

当たって、最近１か月間（計画届を提出する月の前月）の生産指標（※１）

と前年同月の生産指標とを比較（※２）することとし、事業所を設置して１

年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年 12月と比

較（※２）できることとしていました。 

  今般、これを緩和し、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年

同月との比較や、前年同月から 12か月のうち適切な１か月（※３）との比較

が可能となりました。 

  これにより、令和２年１月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を

受けることできるようになります。 

 

 ※１ 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標 

 

 ※２ 生産指標が５％以上減少していることが必要 

  （休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は１０％以上の減少が必

要） 

 

 ※３ 比較に用いる１か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありか

つ当該１か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、５月中にオンラインでの申請ができるように準備を進めています。詳

細については、あらためて公表しますので、お問い合わせは、もうしばらくお

待ち下さい。 


